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 本資料は，平成２４年１月から１２月までの１年間における，全国の家庭裁判所

の成年後見関係事件（後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件）

の処理状況について，その概況を取りまとめたものである。 

 以下の数値は，いずれも当局実情調査の結果に基づく概数であり，今後の集計整

理により，異同訂正が生じることがある。また，グラフ中の各項目別割合は，原則

として，小数点第二位を四捨五入したものであり，比率の合計が１００とならない

場合及び小計として表示されている比率と一致しない場合がある。 



１ 申立件数について（資料１） 

○ 成年後見関係事件（後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人

選任事件）の申立件数は合計で３４，６８９件（前年は３１，４０２件）

であり，対前年比約１０．５％の増加となっている。 

○ 後見開始の審判の申立件数は２８，４７２件（前年は２５，９０５件）

で，対前年比約９．９％の増加となっている。 

○ 保佐開始の審判の申立件数は４，２６８件（前年は３，７０８件）で，

対前年比約１５．１％の増加となっている。 

○ 補助開始の審判の申立件数は１，２６４件（前年は１，１４４件）で，

対前年比約１０．５％の増加となっている。 

○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は６８５件（前年は６４５件）で，

対前年比約６．２％の増加となっている。 
 

（資料１） 過去５年における申立件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

685

1,264

4,268

28,472

34,689

645

1,144

3,708
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平成20年
平成21年
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平成23年
平成24年

（注） 各年の件数は，それぞれ当該年の１月から１２月までに申立てのあった件数である。 
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２ 終局区分について（資料２） 

○ 成年後見関係事件の終局事件合計３４，２２０件のうち，認容で終局し

たものは約９１．９％（前年は約９２．７％）である。 

 

（資料２） 終局区分別件数 

認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他 認　容 却　下 その他

全 国 34,220 25,969 59 2,108 3,801 14 337 1,123 7 110 563 13 116

任意後見監督人選任既 済

総 数

後　見　開　始 保　佐　開　始 補　助　開　始

 

認容
91.9%

３１，４５６

却下
0.3%
９３

その他
7.8%

２，６７１

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 平成２４年１月から１２月までに終局した件数である。 
（注２） その他には，取下げ，本人死亡等による当然終了，移送などを含む。 
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３ 審理期間について（資料３） 

○ 成年後見関係事件の終局事件合計３４，２２０件のうち，２か月以内に

終局したものが全体の約８０．５％（前年は約７９．１％），４か月以内

に終局したものが全体の約９５．２％（前年は約９４．５％）であり，前

年と比べて，審理期間は短縮する傾向にある。 

 

（資料３） 審理期間別の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月超え
５月以内

2.0%

５月超え
６月以内

1.1% ６月超え
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３月超え
４月以内
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２月超え
３月以内
10.3%

１月以内
54.1%１月超え

２月以内
26.4%
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４ 申立人と本人との関係について（資料４，５） 

○ 申立人については，本人の子が最も多く全体の約３６．１％を占め，次

いで本人の兄弟姉妹が約１４．０％となっている。 

○ 市区町村長が申し立てたものは４，５４３件（全体の約１３．２％）で，

前年の３，６８０件（全体の約１１．７％）に比べ，対前年比約２３．５％

の増加となっている。 

 

（資料４）  申立人と本人との関係別件数 
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2,010

2,424

2,672

12,383

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

市区町村長
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任意後見人等

法定後見人等

その他親族
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子

親
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本　人
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（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。 
（注２） 申立人が該当する｢関係別｣の個数を集計したもの（３４，３４２件）を母数としており，

１件の終局事件について複数の申立人がある場合に，複数の｢関係別｣に該当することがある

ため，総数は，終局事件総数（３４，２２０件）とは一致しない。 
（注３） その他親族とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く，四親等内の親族をいう。 
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（資料５） 市区町村長申立件数（家庭裁判所管内別） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管　内 件　数 管　内 件　数

東 京 739 広 島 62

横 浜 390 山 口 57

さ い た ま 222 岡 山 207

千 葉 209 鳥 取 28

水 戸 55 松 江 51

宇 都 宮 14 福 岡 98

前 橋 54 佐 賀 29

静 岡 104 長 崎 22

甲 府 46 大 分 14

長 野 44 熊 本 64

新 潟 44 鹿 児 島 25

大 阪 457 宮 崎 66

京 都 136 那 覇 49

神 戸 174 仙 台 56

奈 良 50 福 島 59

大 津 55 山 形 80

和 歌 山 33 盛 岡 8

名 古 屋 194 秋 田 11

津 46 青 森 42

岐 阜 47 札 幌 74

福 井 16 函 館 11

金 沢 27 旭 川 11

富 山 36 釧 路 22

高 松 49

徳 島 46

高 知 47

松 山 63

総 数 4,543

（注）　市区町村別の申立件数については把握していない。
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５ 本人の男女別・年齢別割合について（資料６） 

○ 本人の男女別割合は，男性が約４０．１％，女性が約５９．９％である。 

○ 男性では，８０歳以上が最も多く全体の約３４．２％を占め，次いで７

０歳代の約２４．２％となっている。 

○ 女性では，８０歳以上が最も多く全体の約６１．９％を占め，次いで７

０歳代の約２０．５％となっている。 

○ 本人が６５歳以上の者は，男性では男性全体の約６６．７％を，女性で

は女性全体の約８６．２％を占めている。 

 

（資料６） 本人の男女別・年齢別割合 

 （男性）

40歳代
7.3%

50歳代
9.3%

70歳代
24.2%

80歳以上
34.2%

20歳未満
0.2%

20歳代
3.8%

30歳代
4.5%

60歳以上
65歳未満

8.1%

65歳以上
70歳未満

8.3%

（女性）
40歳代
3.0%

50歳代
4.0% 60歳以上

65歳未満
3.2%

65歳以上
70歳未満

3.7%

30歳代
1.8%20歳代

1.6%

20歳未満
0.1%

70歳代
20.5%

80歳以上
61.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち認容で終局した事件を対

象とした。 
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６ 申立ての動機について（資料７） 

○ 主な申立ての動機としては，預貯金等の管理・解約が最も多く，次いで，

介護保険契約（施設入所等のため）となっている。 

 

（資料７） 主な申立ての動機別件数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,578

8,226

11,508

1,888

6,091

6,456

27,620

2,767

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

その他

身上監護

介護保険契約
（施設入所等のため）

訴訟手続等

相続手続

不動産の処分

保険金受取

預貯金等の
管理・解約

（件）

 
（注１） 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。 

（注２） １件の終局事件について主な申立ての動機が複数ある場合があるため，総数は，終局事件

総数（３４，２２０件）とは一致しない。 
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７ 鑑定について（資料８，９） 

○ 後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件

のうち，鑑定を実施したものは，全体の約１０．７％（前年は約１３．１％）

であった。 

○ 鑑定の期間については，１か月以内のものが最も多く全体の約５５．９％

（前年は約５４．８％）を占めている。 

○ 鑑定の費用については，５万円以下のものが全体の約６８．９％（前年

は約６８．３％）となっており，全体の約９８．６％の事件において鑑定

費用が１０万円以下であった（前年は約９８．８％であった。）。 

 

（資料８） 鑑定期間別割合 

 

１月以内
55.9%

６月超え
0.7%

３月超え
４月以内

2.4%

５月超え
６月以内

0.5%

４月超え
５月以内

0.7%

１月超え
２月以内
33.6%

２月超え
３月以内

6.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5万円以下
68.9%

5万円超え
10万円以下

29.7%

10万円超え
15万円以下

1.2%

15万円超え
20万円以下

0.2%
20万円超え

0.1%

（資料９） 鑑定費用別割合 
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８ 成年後見人等と本人との関係について（資料１０） 

○ 成年後見人等（成年後見人，保佐人及び補助人）と本人の関係をみると，

配偶者，親，子，兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたも

のが全体の約４８．５％（前年は約５５．６％）となっている。 

○ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは，全体の約５１．

５％（前年は約４４．４％）であり，制度開始以来，初めて親族が成年後

見人等に選任されたものを上回った。その内訳は，弁護士が４，６１３件

（前年は３，２７８件）で，対前年比で約４０．８％の増加，司法書士が

６，３８２件（前年は４，８７２件）で，対前年比で約３１．０％の増加，

社会福祉士が３，１１９件（前年は２，７４０件）で，対前年比で約１３．

８％の増加となっている。 

 

（資料１０） 成年後見人等と本人との関係別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

877

131

21

829

71

402

3,119

6,382

4,613

2,589

2,315

8,158

1,198

1,401

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

その他個人

その他法人

市民後見人

精神保健福祉士

行政書士

税理士

社会福祉協議会

社会福祉士

司法書士

弁 護 士

その他親族

兄弟姉妹

子

親

配 偶 者

（件）

（注１） 後見開始，保佐開始及び補助開始事件のうち認容で終局した事件を対象とした。 
（注２） 成年後見人等が該当する｢関係別｣の個数を集計したもの（３２，２６３件）を母数として

おり，１件の終局事件について複数の成年後見人等がある場合に，複数の「関係別」に該当

することがあるため，総数は，認容で終局した事件総数（３０，８９３件）とは一致しない。 
（注３） その他親族とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く親族をいう。 

（注４） 弁護士，司法書士及び行政書士の数値は，弁護士法人２１４件，司法書士法人１９０件及

び行政書士法人１９件をそれぞれ含んでいる。 

（注５） 市民後見人の数値は，各家庭裁判所が「市民後見人」として報告した個数を集計したもの

である。
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９ 成年後見制度の利用者数について（資料１１） 

○ 平成２４年１２月末日時点における，成年後見制度（成年後見・保佐・

補助・任意後見）の利用者数は合計で１６６，２８９人（前年は１５３，

３１４人）であり，対前年比約８．５％の増加となっている。 

○ 成年後見の利用者数は１３６，４８４人（前年は１２６，７６５人）で

あり，対前年比約７．７％の増加となっている。 

○ 保佐の利用者数は２０，４２９人（前年は１７，９１７人）であり，対

前年比約１４．０％の増加となっている。 

○ 補助の利用者数は７，５０８人（前年は６，９３０人）であり，対前年

比約８．３％の増加となっている。 

○ 任意後見の利用者数は１，８６８人（前年は１，７０２人）であり，対

前年比約９．８％の増加となっている。 

 

（資料１１） 成年後見制度の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,868

7,508

20,429

136,484

166,289

1,702

6,930

17,917

126,765

153,314

1,475

6,225

15,589

117,020

140,309

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

任意後見

補　　助

保　　佐

成年後見

総　　数

（人）

平成22年12月末日時点

平成23年12月末日時点

平成24年12月末日時点

（注１） 成年後見制度の利用者とは，後見開始，保佐開始又は補助開始の審判がされ，現に成年後

見人等による支援を受けている成年被後見人，被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人

選任の審判がされ，現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。 

（注２） 成年後見制度の利用者数は，平成２２年から調査を開始した。 
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参考 後見制度支援信託の利用状況について 

○ 後見制度支援信託を利用するために，後見人が代理して信託契約を締結

した成年被後見人及び未成年被後見人の数は９８人であり，信託した金銭

の平均額は約４３００万円である。 

 

（参考資料） 信託財産額の分布（平成２４年２月から１２月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000万円以下
26.5%

2000万円超
5000万円以下

48.0%

1億円以上
5.1%

5000万円超
1億円以下

20.4%

（注１） 後見制度支援信託とは，成年被後見人又は未成年被後見人の財産のうち，日常的な支払を

するのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し，通常使用しない金銭を信託銀行

等に信託する仕組みのことをいう。平成２４年２月１日に導入された。 

（注２） 後見制度支援信託の対象となるのは，成年後見及び未成年後見事件である。 

（注３） 平成２４年２月から１２月までに，信託契約が締結された事件を対象とした。 
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